
軽自動車税（種別割）減免申請書（公益減免・構造減免用） 

丹波篠山市長 あて 平成   年   月   日 

申請者 

住  所  

氏  名  

納税義務者 

住  所 □申請者に同じ 

氏  名 □申請者に同じ 

法人番号   電話番号  

丹波篠山市税条例第８９条及び９０条の規定により、下記のとおり申請します。 

使
用
者 

氏 名 
□申請者に同じ □納税義務者に同じ 

□その他（                            ） 

住 所 
□申請者に同じ □納税義務者に同じ 

□その他（                            ） 

所
有
者 

氏 名 
□申請者に同じ □納税義務者に同じ 

□その他（                            ） 

住 所 
□申請者に同じ □納税義務者に同じ 

□その他（                            ） 

主 た る 定 置 場 
□申請者に同じ □納税義務者に同じ 

□その他 

種     別 ※ 

用     途 ※ 

車     名 ※ 

総 排 気 量 又 

は 定 格 出 力 

※ 

車 両 ・ 標 識 番 号 ※ 

税 額 円 

減 免 を 必 要 

と す る 理 由 

使用目的（該当する法律の規定及び軽自動車の利用内容を記載下さい） 

 【申請時必要書類】 

  ［公益減免・構造減免共通］ 自動車検査票（車検証）の写し 

［公益減免］ 減免を必要とする事由を証明する書類  

（団体・法人にあっては定款、規約、指定通知書等の写し） 

  ［構造減免］ 車体内部の写真（ナンバープレートも写っていること） 

（注１）この申請書は、納期限日までに提出してください。（期限を経過すると減免できません。） 

（注２）減免後、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を申告して下さい。 

（注３）※箇所については、検査証の写しの添付により省略可能です。 

確認 ） 運転免許証 旅券 マイナンバーカード 在留カード 身障手帳 その他（             ） 



 

公益減免は次の場合に該当します。 

軽自動車の利用目的を確認して、内容に相違がないように申請してください。 

減免対象となる軽自動車の範囲 注意点 

１号 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１

８年法律第４９号）第 4条の規定により認定を受けた公益社団

法人等が所有者又は使用者である軽自動車等で当該法人が直

接公益事業に供するもの 

 

・定款、財産目録等から法人の事業に沿って利用して

いるか確認して下さい。 

・他に貸し付けている場合は該当しません。 

２号 

社会福祉法人が所有者又は使用者である軽自動車等で当該法

人が社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条に規定する

社会福祉事業を実施するため専ら送迎の用又は物資の輸送に

供するもの 

・社会福祉法第２条に掲げる第１種社会福祉事業、第

２種社会福祉事業の内、利用する該当事業を明記下

さい。 

・法人の職員が使用、訪問用に利用する場合は該当し

ません。 

３号 

社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０９条に定める市

町村社会福祉協議会が所有者又は使用者である軽自動車等で、

その本来の事業に供するもの 

・軽自動車等の利用目的等を確認して申請して下さい。 

４号 

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条によ

り認証を受けた特定非営利活動法人が所有者又は使用者であ

る軽自動車税等で定款に定める公益目的の事業に専ら供する

もの 

・特定非営利活動法人の認定がない場合は該当しませ

ん。申請書に認証の写しを添付下さい。 

・公益目的は２号に掲げる社会福祉事業等が該当しま

す。 

５号 

丹波篠山市が過半を出資する法人が所有者又は使用者である

軽自動車等で、専ら法人の事業に供するもの 

・定款、出資明細書、法人の事業計画書等の資料を添

付下さい。 

６号 

道路交通法第１０８条の４第１項に規定する指定講習機関が

所有者または使用者である軽自動車等のうち初心運転者講習

に使用するもの 

・一時的講習に利用する軽自動車等は該当しません。

講習専用として使用するものに限ります。 

７号 

国又は地方公共団体に、公用又は公共の用に供するため無償で

貸し付けている軽自動車等 

・使用貸借契約等、使用目的が判る資料を添付して下

さい。 

８号 

国、県又は市から補助を受け組織し、若しくは補助により運営

される団体が、その事業の目的に利用し特に市長が減免の必要

があると認める軽自動車等 

・団体の決算書等事業費等の内容が判る書類を添付し

て下さい。 

・任意団体の場合、代表者名義の軽自動車等も対象と

しますが、その場合団体の事業に利用していること

が判る資料を添付下さい。 

 

 


